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桂ケ丘自治会

（名称）
第1条 本会は｢桂ケ丘自主防災会｣と称する。

（目的）
第２条 本会は、会員の相互協力の精神に基づく自主防災活動を行うことにより、地震、火災、風水害等の災害による会員の被害の防止および軽減を図り、地域住民の生活の安全確保を目的とする。

（会員）
第3条 本会の会員は桂ケ丘内に居住する全世帯をもって構成する。

（組織）
第４条 
１．　本会は桂ケ丘自治会によって結成組織され活動する団体である。
２．　本会の本部は桂ケ丘自治会の桂ケ丘集会所に置くものとする。
３．　本会の組織は次の構成図である。
桂ケ丘自主防災会―桂ケ丘自治会――自治会執行部――班長

（活動）
第５条 本会は，目的を達成するために次の防災関連活動を行うものとする。
１．　地域住民の防災意識の高揚
２．　防災訓練の実施（定期）
３．　地域の安全点検と改善措置
４．　防災資機材および備蓄物資の点検
５．　災害時における自主防災活動への積極参加
６．　地域防災マニュアルの作成，維持管理
７．　その他の防災に関する必要事項の検討

（他機関との連携）
第2条 自主防災活動が円滑に行えるように、市・諸団体との連携を密にし，応援協力体制を確立しておくこととする。

（会議体委員の構成）
第７条 本会は，次の会議体委員を置き目的達成のため活動にあたる。
議長―――桂ケ丘自治会長
委員―――桂ケ丘自治会役員および班長
〃 ―――議長の要請により、関係諸団体の担当者
〃 ―――議長の要請により、自治連合会の専任役員



（会議体の任務）
第８条 
１．　会議体は自主防災活動の全般を統括する。
２．　各年度毎に活動方針を策定する。

（活動費）
第９条 
１．　本会の活動費は，自治会の会計予算（自主防災活動費）から充当する。
２．　防災活動に関する資機材の寄贈があった場合にもこれに充てる。
３．　防災活動に関連する寄付金があった場合にもこれに充てる。

（協議事項）
第１０条 その他，防災活動に必要な事項は，自主防災会議体で協議し自治会定例役員会に答申する。

（附記）
本会は、平成１５年１月１日から発足する。
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